
広報ちとせ５月号 　７

特集　『自立』した生活を送るために

　　　新しい 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 ができました
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北区地域包括支援センター北区地域包括支援センター
(平成25年４月)(平成25年４月)

東区地域包括東区地域包括
支援センター支援センター
(祝梅ほっとす内)(祝梅ほっとす内)

南区地域包括支援センター本部南区地域包括支援センター本部
(平成26年４月)(平成26年４月)

向陽台区地域包括向陽台区地域包括
支援センター支所支援センター支所

南区地域包括南区地域包括
支援センター支所支援センター支所

西区地域包括支援センター西区地域包括支援センター
(新富ほっとす内)(新富ほっとす内)

図３　地域包括支援センターの整備計画記事のお問い合わせ

① 障がい者計画・

　 第３期障がい福祉計画

　 保健福祉部

　 障がい者支援課障がい福祉係

　 (24)０３２７

② 第５期高齢者保健福祉計画･

　 介護保険事業計画

　 保健福祉部

　 高齢者支援課高齢福祉係

　 (24)０２９５

※計画の詳細は市役所、市のホーム
　ページなどでご覧になれます。

区　分 保険料

第
１
段
階

生活保護の受給者または老
齢福祉年金の受給者で世帯
全員が市町村民税非課税の方

22,500円

第
２
段
階

世帯全員が市町村民税非課税で
【本人の合計所得金額＋課税年
金収入額】が80万円以下の方

22,500円

第
３
段
階

世帯全員が市町村民税非課税で
【本人の合計所得金額＋課税年
金収入額】が120万円以下の方

31,500円

世帯全員が市町村民税非課税で
【本人の合計所得金額＋課税年
金収入額】が120万円を超える方

33,750円

第
４
段
階

本人が市町村民税非課税で世帯
の中に市町村民税課税者がいる
【公的年金等収入＋合計所得
金額】が80万円以下の方

39,370円

本人が市町村民税非課税で世帯
の中に市町村民税課税者がいる
【公的年金等収入＋合計所得
金額】が80万円を超える方

45,000円
(基準額)

第
５
段
階

本人に市町村民税が課税され
ていて合計所得金額が190万円
(※200万円から変更)未満の方

56,250円

第
６
段
階

本人に市町村民税が課税され
ていて合計所得金額が190万円
(※200万円から変更)以上の方

67,500円

表　第１号被保険者保険料

(保険料は平成24～26年度の各年度の年額)
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防
止

　

市
は
、
高
齢
者
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会

議
を
設
置
し
、
虐
待
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

市
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、

適
正
な
対
応
を
速
や
か
に
と
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
引
き
続
き
こ
の
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組
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し
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い
き
ま
す
。
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『
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
』

　

介
護
給
付
費
は
、
半
分
が
国
や
北
海
道
、
市

の
負
担
で
、
半
分
が
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料

で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
５
期
計
画
期
間
の
介
護
保
険
料
（
第
１
号

被
保
険
者
保
険
料
）
の
月
額
（
基
準
額
）
は
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
増
加
や
新
規
サ
ー
ビ
ス

を
見
込
ん
だ
こ
と
に
よ
る
給
付
費
の
増
加
分
、

介
護
報
酬
改
定
の
1.2
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
昇
分
な

ど
を
踏
ま
え
、
前
期
よ
り
19.5
パ
ー
セ
ン
ト
増
の
、

３
，
７
５
０
円
に
算
定
し
ま
し
た
。
各
段
階
の

年
額
保
険
料
は
左
の
表
の
と
お
り
で
す
。
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●
地
域
支
援
事
業
の
推
進

　

地
域
支
援
事
業
は
、
介
護
予
防
事
業
や
包
括

的
支
援
事
業
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
高
齢

の
方
が
要
介
護
の
状
態
・
要
支
援
の
状
態
に
な

る
こ
と
を
予
防
し
、
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と

き
で
も
可
能
な
限
り
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を

送
る
こ
と
を
支
援
す
る
取
り
組
み
で
す
。

　

介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、

皆
さ
ん
自
身
が
心
身
の
変
化
を
自
覚
し
、
健
康

状
態
を
保
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

市
は
、
介
護
予
防
を
目
的
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

介
護
予
防
教
室
な
ど
を
開
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
化
が
進
む
中
、
地
域
の
方
の
相

談
受
付
な
ど
に
十
分
な
対
応
を
行
う
た
め
、
市

内
の
６
か
所
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
愛

称
「
き
ず
な
」
）
を
設
置
し
、
包
括
的
支
援
事
業

を
充
実
・
強
化
さ
せ
ま
す
（
図
３
）
。


